
第1号様式(第6条関係)                      年  月  日 

 大垣市長         様   申請者 現住所                

氏名                 

  

大垣市浄化槽設置整備事業補助金交付申請書 

  

     年度において、浄化槽を設置したいので、大垣市浄化槽設置整備事業補助金

交付要綱第6条の規定により、次のとおり補助金の交付を申請します。 

 1 設置場所 大垣市 

 2 設置する浄化槽の 

型式等 

名称        型式適合認定番号           

型式        人槽 （全浄協）登録番号           

 3 浄化槽工事の種別 

1 単独処理浄化槽又はくみ取便槽から合併処理浄化槽への転換 

 ⑴ 撤去補助申請の有無         （ 有・無 ） 

 ⑵ 宅内配管工事補助申請の有無     （ 有・無 ） 

2 建替・増改築に伴う合併処理浄化槽への転換 

3 新築（転入・転居・分家など）設置・新設 

4 その他（                    ） 

4 既存住宅等及び既存

便槽の種別(所有者) 

1 集合住宅以外⇒⑴下水 ⑵合併 ⑶単独 ⑷くみ取 ⑸なし 

（①本人 ②その他（  ））２ 集合住宅等 ３ その他（  ） 

 5 交付申請額 

金                        円 

（内訳）1 合併処理浄化槽設置補助        円 

    2 撤去補助               円 

    3 宅内配管工事補助           円 

 6 建築物の所有者 1 本人  2 共有（  人） 3 その他（     ） 

 7 敷地の所有者 1 本人  2 共有（  人） 3 その他（     ） 

 8 建築物の用途 

1 専用住宅 

2 併用住宅 

3 その他 

（    ） 

 

・居住部分の面積        ㎡ 

 （台所  箇所、浴室  箇所） 

・その他の延面積等 

用途  延面積・定員   ㎡・人 

用途  延面積・定員   ㎡・人 

 9 工事着工予定年月日 年    月    日 

10 工事完了予定年月日 年    月    日 

11 浄化槽使用予定年月

日 

年    月    日 

※ 必要事項を記入し、該当する番号には○をつけてください。  



※ 添付書類 

⑴ 申請者が住宅又は敷地を借りている者であるときは、貸与人の承諾書 

⑵ 浄化槽設置届出書又は浄化槽設置通知書の本人控の写し 

⑶ 所在図（浄化槽を設置する建物の所在がわかる住宅地図の写しなど） 

⑷ 配置図（建物の各区画用途、水回りの有無や位置がわかるもの） 

⑸ 配管図（生活排水の流出箇所と浄化槽との配管、ますの位置など表示したもの） 

⑹ 浄化槽工事請負契約書の写し 

⑺ 浄化槽工事代金の明細（見積明細書又は内訳書） 

⑻ 全浄協登録証の写し（10人槽以下の場合） 

⑼ 浄化槽構造図（工場生産浄化槽は認定シート、現場打ちの場合は構造図面） 

⑽ 全浄協登録浄化槽管理票（Ｃ票）（10人槽以下の場合） 

⑾ 全浄連の機能保証登録証（市町村用）（10人槽以下の場合）又は岐浄連の生涯機能保証登録証（市

町村用）（20人槽以下の場合） 

⑿ 既存便槽の種類、所在地、所有者が確認又は推測できる書類（ただし、市外からの転入等の場合

は除く。） 

⒀ 既設単独処理浄化槽の使用年月日が確認又は推測できる書類（第4条ただし書の規定による申請

時に限る。） 

⒁ その他市長が必要と認める書類 

※ 既設単独処理浄化槽又はくみ取便槽撤去の費用補助を受ける場合 

⒂ 単独処理浄化槽又はくみ取便槽撤去費の見積書の写し 

⒃ 単独処理浄化槽又はくみ取便槽配置図 

⒄ 現況写真 

※ 宅内配管工事の費用補助を受ける場合 

⒅ 宅内配管工事費の見積書の写し 

⒆ 宅内配管工事図面及び配管詳細図 

⒇ 現況写真 

【注意事項】 

・決定通知を受ける前に浄化槽設置工事に着手している場合、補助金を受けることはできません。 

・建築基準法、都市計画法等の関係法令・規則に違反のある場合、補助金を受けることができないこと

があります。工事施工にあたっては、大垣市補助対象浄化槽設置工事施工基準を遵守してください。 

・個人所有の戸建住宅における宅内配管工事費に対する補助事業については、実績報告書の提出の際、

浄化槽法第7条、第11条に基づく法定検査の依頼書添付が必要となります。（みず再生浄化槽らくらく

一括契約書の写しでも可。） 

※ 依頼したにもかかわらず、結果的に法定検査未受検の場合には、補助金を返還していただく場合が

あります。 


